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はじめに

令和２年第２回倶知安町議会定例会の開会にあたり、３月定例

会以降における教育行政の主だった事務事業の執行状況及びそ

の概要について報告いたします。

（学校教育関連）

１ 令和２年度の小中学校学級編制の状況について

令和２年４月の学級編制では、

・倶知安小学校は、６学年が１学級、その他の学年２学級の普通

学級１１学級と特別支援３学級

・北陽小学校は、３年生が２学級、その他の学年各１学級の普通

学級７学級と特別支援３学級

・東小学校は、１年生が２学級、その他の学年１学級の普通学級

７学級と特別支援３学級

・西小学校は、２年生２学級、その他の学年各１学級の普通学級

７学級と特別支援３学級

・西小学校樺山分校は、普通学級４学級と特別支援２学級

・倶知安中学校は、各学年４学級の普通学級１２学級と特別支援

４学級となり、町全体で小学生が８０９人、中学生が３７４人

となっております。
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そのうち、倶知安中学校では、４月１日現在の生徒数が、第３

学年で１１６人となり、４学級定員１２１人を下回りましたこと

から、町費による臨時教員を１人配置し、４学級で学級編制を行

ったところです。

２ 令和２年度の各小中学校指導体制について

今年度の各学校の教職員体制については、学級数に基づく定数

配置に加え、指導方法工夫改善加配５人、通級指導加配５人、体

育専科指導加配１人、日本語指導加配１人、校務支援加配１人、

事務職員加配１人などの加配を受け、全小中学校の校長・教頭・

一般教職員等を合わせて１２３人により、子どもたちの指導にあ

たっております。

新たな取り組みとしては、昨年度までは、倶知安小学校にのみ

開設しておりました通級指導教室について、今年度から西小学校

に加配教員1名を配置し開設しました。

また、教職員の補助として、樺山分校を除く各小中学校へ、昨

年度に引き続き１１人の学習支援員を配置しているほか、海外か

らの転入生への対応として、外国語支援員を倶小、西小、樺山分

校に各１名配置し、子ども達の学校生活に支障のないよう対応し

ているところです。
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３ 令和２年度全国学力・学習状況調査について

今年度の全国学力・学習状況調査は、４月１６日に実施の予定

でしたが、新型コロナウイルス感染症にかかるその後の状況及び

学校教育への影響等を考慮し、今年度は実施を見送ることとなっ

ております。

４ 外国語教育の充実について

平成３０年４月から実施しております小学校の外国語教育に

ついては、今年度から新学習指導要領のもとで完全実施されます。

このため、今年度も引き続き、ＳＭｉＬＥ Ｎｉｓｅｋｏ Ｌａ

ｎｇｕａｇｅ Ｓｃｈｏｏｌ（スマイル ニセコ ランゲージ スク

ール）合同会社と委託契約を結び、英語専科教員及び英語アシス

タントが各小学校へ出向いて、オールイングリッシュの授業を実

施しております。しかしながら、今般のコロナ禍による長期の臨

時休校により、各学年では１～２時間程度の授業しかできていな

いため、家庭学習用のプリントを作成・配布して、分散登校時に

点検・指導するなど、臨休明けにスムーズな授業再開ができるよ

う対応しているところです。

また、今年度からの新たな取り組みとして、スマイルニセコと

の業務委託によりサポートティーチャーを倶知安中学校に配置
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し、よりレベルの高い英語授業の構築に向けて英語担当教師への

指導・助言のできる体制を整えております。

５ 教育支援の体制整備について

平成３０年度より学校教育課に配置しております早期支援コ

ーディネーターを今年度も有効活用し、各関係機関・団体と協議

を進めながら、倶知安町教育支援委員会の体制整備や就学相談の

在り方等の改善に取り組んでいるところです。

６ 学校給食費の第３子以降無償化について

平成３０年度より実施しております学校給食費の第３子以降

無償化につきまして、令和２年度は申請の内容を審査した結果、

６６世帯７０人、該当児童生徒数は小学生７０人について免除決

定を行いました。なお、中学生については該当者がございません

でした。

また第３子以降の内訳としましては

・第３子該当者６６人、第４子該当者３人、第５子該当者１人

となりました。

なお、免除に係る年間給食費につきましては

・３，４９４，４４０円となりましたことをご報告いたします。
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(社会教育関連)

１ 令和元年度における社会教育関連施設の利用状況について

（１）公民館について

令和元年度の公民館利用者数は３３，６８７名、前年度対比

９１．２％、使用料収入が２，７０３千円、前年度対比８１．

４％です。新型コロナウィルス感染拡大防止対応による本年３

月１日から３月３１日までの臨時休館の影響もあり、利用者数、

使用料収入ともに、前年度を下回る結果となっております。

（２） 総合体育館について

総合体育館におきましても同様の影響を受け、令和元年度の

利用期間は本年２月末までの１１ヶ月間となりましたが、利用

者数が６５，５５４名、前年度対比９６.９％、使用料収入が

４，９１９千円、前年度対比１０１．３％と、概ね例年同様の

結果を残すことができました。
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（３） 旭ヶ丘スキー場について

昨年１２月２８日にオープンいたしました旭ヶ丘スキー場

につきましても、本年３月８日までのオープン予定でしたが、

同様の対応のため、本年２月２９日をもって営業を終了いたし

ました。

今シーズンの利用者数は、延べ人数で大人５１，６１０名、

子どもが６０，５３２名の合計１１２，１４２名で前年度対比

１０５．５％と増加しております。

なお、使用料につきましては、利用者の増加に伴い、前年度

対比１１５．６％の３，４１０千円となりました。

（４）小川原脩記念美術館について

令和元年度の小川原脩記念美術館の入館者数も１１ヶ月間の

集計となりますが、展覧会を観覧された方、教育普及事業で来館

された方を合わせた入館者数は５,６１９名、前年度対比１１２．

７％、入館料収入は１,０５１千円、前年度対比１１４．５％と、

入館者数、入館料収入とも前年度を大きく上回っております。

昨年度は、開館２０周年記念の特別展や記念展、関連事業を開

催した影響もあり、展覧会を観覧された方、教育普及事業で来館

された方、ともに増加となりました。



7

（５）風土館について

倶知安風土館につきましても、利用期間は１１ヶ月間となり、

入館者数５,０９０名、前年度対比９７．０％、入館料収入が

２０８千円、前年度対比９０．４％と、臨時休館の影響を受ける

形で入館者数、入館料収入ともに前年度を下回る結果となりまし

た。

むすびに

以上、第１回定例町議会以降の教育行政の主な事業についてご

報告しましたが、事務事業の詳細につきましては、以下に掲載し

ております資料をご参照いただくようお願い申し上げます。

以上で教育行政報告といたします。

（資料１） 会議などの開催状況及び事業概要 Ｐ 8 ～

（資料２） 各種工事、委託業務等の発注状況について Ｐ12 ～


